
(単位　千円)

1

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金
支給事業【物価高騰対
策給付金】

物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
(令和5年度均等割のみ課税世帯、令和6年度非課税化世帯、令和6年度均等割のみ課税化世帯へ10万円の給付金及
び定額減税を補足する給付金を支給する。)

R6.2.9 R7.3.31 160,766 160,766 
物価高騰の影響を受け、光熱費や食費等様々な支出が増加し家計に負
担を受けている低所得者(住民税非課税)世帯等に対して、支援すること
ができた。

2
びばい・おいしい給食事
業

物価高騰の影響を受ける児童生徒の保護者を支援するため給食費の減免を行う。 R6.4.1 R7.3.31 79,986 27,462 
物価高騰による食材費の高騰へ交付金を活用することで、給食の質の
維持や児童生徒の保護者への家計支援へつながった。
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